
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆保護者のスマホを、保護者のアカウントにログインし
た状態で、子どもに渡す 

 
 
 

保護者のアカウントに登録された決済方法（ク
レジットカード等）で、子どもでも簡単に課金
ができてしまう！ 

無料の範囲でと伝えて
いるし、短時間貸す 
だけだから大丈夫 

◆子供専用のスマホを契約し、ペアレンタルコントロー
ル機能を設定しないまま子どもに渡す 

 
 
 

子どものアカウントを作成して「ペアレンタル
コントロール」機能で課金を承認制にしない
と、子どもでも簡単に課金ができてしまう！ 

◆保護者の古いスマホを、自宅の Wi-Fi につなげて
遊ばせるため、保護者のアカウントにログインした
状態で、子どもに渡す 

 
 
 

保護者の古いスマホを保護者のアカウントに
ログインした状態で渡すのは、保護者が今使っ
ているスマホを渡すのと同じで、子どもでも
簡単に課金ができてしまう！ 

電話もメールも使え
ない古いスマホなら、 
課金できないから 
安心だよね 

子どものスマホにはクレ
ジットカードを登録して
いないし、課金される 
心配はないよね 

『ペアレンタルコントロール』 
って何？ 

 
子どもが持つスマホや 
パソコンなどの利用方法 
を、保護者が管理する機能 
 
●利用時間の設定 

●不適切サイトや動画の閲覧 

●アプリのダウンロード制限 

●有料サイトへのアクセスブロック 

など・・・ 

保護者の同意なく課金してしまった 

場合、「未成年者契約の取消し」ができる 

場合があります。 
 
ただし・・・ 

●保護者のアカウントで課金している場合 
●成年であると偽っている場合 

 
※その他にも、ケースによっては返金が認めら 

れないこともあります 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒    

新庄市金沢字大道上  

【相談受付】 ９：００～１７：００ 

【電話番号】 ０２３３－２９－１３７０   

「１８８」

 

 

講師が各地域に出
向いて、消費生活
に関する知識を、 
わかりやすくお伝え
します。 

■期日：１月１４日（火） ２月４日（火） 
■時間：１３：３０～１５：３０ 
■場所：最上総合支庁 
■相談時間：お一人様３０分となります 
 
弁護士による専門的なアドバイスが、無料で
受けられます。 
事前予約が必要ですので、当センターまで 
お問い合わせください。 

 

◆最新の悪質商法について 
◆契約トラブル等の相談事例紹介 
◆トラブルへの対処法など 

「消費生活出前講座」を利用してみませんか？ 
 

※まずは、お電話でお申し込みください 

 １月・２月の無料法律相談会 

あれ？ 請求額が増えている？ 
～除雪・排雪料金は事前によく確認を！
～ 新聞広告を見て、除排雪と屋根の雪下ろしを頼んだ。 

見に来た担当者からは、「全部で約７万円」と言われ 
了承した。 
２日間かかって作業が終わり、翌日電話で「請求は 
約１２万円」と言われた。 
最初の金額と違う高額の請求をされて納得できない。 

 
◆除雪・排雪作業の見積もりを取る際は、以下の内容を 
確認した上で書面をもらう 

 

 

 

 

◆契約書や領収書は保管し、作業日を記録しておく 
 
◆事業者とのやり取りや除排雪作業の際は、一人で対応 
せず、家族や周りの人にも立ち会ってもらう 

・具体的な作業内容と料金体系 
・別料金発生の有無（重機など） 
・作業が完了できなかった場合の対応 
・作業に伴い自宅設備が破損した場合の対応 

 

 

見積りの時に 
細かくチェックする 
ことが大事だケロ！ 

山形県消費生活センター 
キャラクター“ケロ”ちゃん 

費用は 
無料です 


